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安定器については IEC598-1 の 5.3 の規定に下記を除いて適合すること。 

IEC598-1 の 5.2.2 及び 5.3.1 の規定を下記に置換える。 

a) 別表第一、別表第十二又は、整合化された IEC 227、245 に適合する電線（屋外で使

用することを意図したものにあっては、キャブタイヤケー ブル又は絶縁電線に限る。）

であって、断面積が 0.75mm2 以上のものであること。ただし、定格電圧が 300Ｖ以下の

蛍光灯用安定器及び殺菌灯用安定器にあっては、負荷側の口出し線又はその構造上直接

電源に接続されることのない電源側の口出し線若しくはその表示する接続図により直接

電源に接続されない旨が示されている電源側の口出し線について、独立形安定器を除き、

断面積が 0.5mm2 以上のゴムコード又はビニルコードを使用することができる。 

b)  独立形安定器の口出し線の器体外の長さは、150mm 以上であること。 

c)  a) ただし書の規定により断面積が 0.75mm2 未満のゴムコードまたはビニルコードを口

出し線に使用する場合にあっては、色分 けその他の方法により当該口出し線を他の口 

出し線と容易に識別できるようにしてあること。 

 

9.  接地 

独立形安定器は、定格入力電圧及び定格２次電圧が 150Ｖ以下で、屋内の乾燥した場所 

で使用されるものを除き、外郭の外面、その他の適当な箇所に、接地用端子又は接地用の

口出線を取り付けであること。 

9.1   すべての接地端子は８節の要求事項に適合すること。電気的接続は緩むことがないよう

十分ロックされ、かつ、工具なしで電気的接続を緩めることができてはならない。ねじな

し端子は、意図せずにクランプ手段が緩んではならない。 

安定器を接地されている金属への取り付け手段を介して接地することは認められる。 

ただし安定器が接地端子を有する場合は、この端子は安定器の接地の目的のみに使用す

ること。 

適合性は目視検査、手による試験及び８節の要求事項によって判定する。 

9.2   接地端子のすべての部品は、接地導体あるいはそれと接触するその他の金属との接触 

に起因する電の危検性が最も低くなるようになっていること。 

ねじあるいはその他の接地端子の部品は、黄銅あるいはこれと同等以上の耐食性を有 

する金属、あるいは表面が錆びない材料であること。少なくとも接触表面の一つは金属 

面が露出していること。 

適合性は、目視によって判定する。 

9.101  アース用端子は、呼び径が 4mm 以上（定格２次電圧力 600Ｖを超え、かつ、定格２次短

絡電流が１Ａを超えるものに取り付けるアース用端子にあっては、5mm 以上）のねじ若し

くは、ボルトナット又はラグ端子であって、直径が 2mm 以上（定格２次電圧が 600Ｖを超

え、かつ、定格２次短縮電流が１Ａを超えるものに取り付けるアース用端子にあっては、

2.6mm 以上）の電線を確実に取り付けることができるものであること。ただし、押し締め

ねじ型のものにあっては、呼び径の値を 3.5mm 以上とすることができる。 

アース用口出し線については、８節に適合すること。また、口出し線の種類及び断面 

積については、下記のいずれかの方法と同等以上とすること。 

a)  直径が 1.6mm の軟銅線またはこれと同等以上の強さ及び太さを有する容易に腐蝕し難

い金属線 

b) 断面積が 1.25mm2 以上の単心コードまたは単心キャブタイヤケーブル 

c) 断面積が 0.75mm2 以上の２心コードであって、その２本の導体を両端でより合わせ、 
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